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概要

第Ⅱ章　森林の整備・保全
１．森林の現状と森林の整備・保全の基本方針
（１）森林の資源と多面的機能

（２）森林・林業に関する施策の基本方針

○「森林・林業基本法」に基づき、平成28（2016）年５月に「森林・林業基本計画」を変更。併
せて「森林法」に基づき、「全国森林計画」を変更。これらの計画に即し、森林の整備・保全
を推進。
○新たな「森林・林業基本計画」に掲げられた課題の解決や政策の実施に法制面から対応する
ため、平成28（2016）年５月に「森林法等の一部を改正する法律」が成立。

２．森林整備の動向
（１）森林整備の推進状況

○間伐や主伐後の再造林等を着実に行うとともに、自然条件等に応じて、針広混交林化や広葉
樹林化等を推進するなど、多様で健全な森林へ誘導することが必要。
○我が国の温室効果ガス削減目標達成に向けた森林吸収量を確保するため、平成32（2020）
年度までに年平均52万haの間伐等を実施する必要。

○森林所有者等が市町村長へ伐採後の造林に係る森林の状況を報告する制度を新たに整備（平
成28（2016）年の森林法改正）。また、外国資本による森林買収の事例について調査を実施
（平成27（2015）年は12件、計67ha）。
○主伐後の再造林に必要な苗木の安定供給が重要。「コンテナ苗」の生産拡大や第二世代精英
樹の開発のほか、花粉発生源対策（少花粉スギ等の苗木の供給等）を推進。

○我が国の森林面積は約２千５百万ha（国土の約３分の２）で、このうち約４割の１千万ha
が人工林。森林蓄積は約49億㎥（平成24（2012）年３月末現在）。
○森林は、国土保全、水源涵

かん

養、地球温暖化防止等の多面的機能を通じて、国民生活・国民経
済に貢献。
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（２）社会全体に広がる森
も

林
り

づくり活動

○平成28（2016）年６月に長野県において「第67回全国植樹祭」を開催し、同10月に京都府
において「第40回全国育樹祭」を開催。
○NPO（民間非営利組織）や企業等による森

も

林
り

づくり活動が拡大。経済界でも林業の成長産業
化を通じた地方創生への期待が高まり。
○「緑の募金」で森林整備等の寄附金を募集（平成27（2015）年は約22億円）。
○37府県で森林整備等を目的とする住民税の超過課税が導入（平成28（2016）年度は税収見
込み約300億円）。

３．森林保全の動向
（１）保安林等の管理及び保全

○公益的機能（水源涵
かん

養、土砂流出防備等）の発揮が特に要請される森林は「保安林」に指定（平成
27（2015）年度末で1,217万ha）。保安林以外の森林も「林地開発許可制度」で適正な利用を確保。

（２）治山対策の展開

○山地災害が発生した場合には、被害状況の調査、災害復旧事業等により迅速に対応。熊本地
震等の大規模な災害が発生した場合には、市町村への職員派遣や、被災都道府県等と連携し
た被害状況調査等の支援を実施。また、北海道では、流木被害の軽減に向け、林業関係団体、
水産関係団体等と連携して調査等への取組を進めているところ。
○国・都道府県の「治山事業」により、荒廃山地の復旧・予防対策、津波に強い海岸防災林の
保全等を推進。

　タマホーム株式会社は、
平成28（2016）年10月、
大分県及び大分県森林再生
機構と「花粉の少ない苗木
による再造林の推進に関す
る協定」を締結。再造林に
要する花粉症対策苗木の購
入費用の一部を援助。同11月には、宮崎県及び宮崎県森
林組合連合会とも同様の協定を締結。

《事例》  企業による花粉の少ない森
も

林
り

づくりに向
けた取組

（３）普及体制の整備

○「林業普及指導員」の人数は全国で1,310人（平成28（2016）年４月時点）、「森林総合監理
士（フォレスター）」は982人（同12月末現在）であり、市町村の森林・林業行政への支援等
に取り組み。

資料：林野庁整備課調べ。
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　平成28（2016）年６月の大雨により、熊本県で甚大な被害が発生した中、熊本県阿蘇
市三久保字丸藪地区では、県が整備した治山ダム群７基が斜面の崩壊や下流域への土砂流
出を抑制し、この地区を山地災害から保全。

《事例》  熊本県の梅雨前線に伴う豪雨災害における治山施設の効果　
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（３）森林における生物多様性の保全

○「生物多様性国家戦略2012-2020」（平成24（2012）年９月閣議決定）を踏まえ、適切な間
伐等や多様な森林づくり、原生的な森林生態系の保護・管理等を推進。
○政府は、平成29（2017）年２月に、「奄

あま

美
み

大
おお

島
しま

、徳
とく

之
の

島
しま

、沖
おき

縄
なわ

島
じま

北部及び西
いり

表
おもて

島
じま

」を自然遺
産として世界遺産一覧表へ記載するための推薦書をユネスコへ提出。また、平成28（2016）
年９月には、日本ユネスコ国内委員会が「祖

そ

母
ぼ

・傾
かたむき

・大
おお

崩
くえ

」及び「みなかみ」をユネスコエコパー
クに推薦することを決定。

（４）森林被害対策の推進

○平成27（2015）年度には、全国で約８千haの森林で野生鳥獣被害が発生し、約８割がシカ
による被害。深刻化の背景に個体数の増加や分布域の拡大。
○被害の防除や個体数管理等を推進。平成28（2016）年５月の「森林法」の改正により市町村
森林整備計画において「鳥獣害防止森林区域」を設定し対策を推進。 
○松くい虫被害は、ピーク時の約５分の１（平成27（2015）年度は約48万㎥）であるが、依
然として我が国最大の森林病害虫被害。マツノザイセンチュウ抵抗性品種の開発や抵抗性マ
ツの苗木生産に取り組むとともに、薬剤等による「予防対策」や被害木くん蒸等の「駆除対策」
等を実施。

４．国際的な取組の推進
（１）持続可能な森林経営の推進

○2015年の世界の森林面積は40億ha（陸地面積の約31％）で、５年間で年平均331万ha
減少。森林の減少は依然として続いているものの、減少率は低下傾向。
○持続可能な森林経営の国際的な「基準・指標」による評価の取組が進展。我が国は環太平洋
諸国による「モントリオール・プロセス」（７基準54指標から構成）に参加。
○森林の違法伐採は持続可能な森林経営等を阻害。違法伐採対策の強化のため、平成28
（2016）年5月には「合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律」（クリーンウッド
法）が成立。
○森林認証（持続性等の基準により認証された木材等の購入を促す仕組み）には、国際的な
「FSC（森林管理協議会）」と「PEFC」、我が国独自の「SGEC（一般社団法人緑の循環認証会
議）」等による認証が存在。平成28（2016）年６月にSGECとPEFCとの相互承認が実現。

主要な野生鳥獣による森林被害面積（平成27（2015）年度）

注１：国有林及び民有林の合計。
　２：森林及び苗畑の被害。
　３：数値は、森林管理局及び都道府県からの報告に基づき、集計したもの。
　４：計の不一致は四捨五入による。
資料：林野庁研究指導課調べ。

合計
7.8千ha

シカ 6.0千ha、77%

クマ 0.6千ha、7% サル 0.0千ha、0%
カモシカ 0.3千ha、4%

イノシシ 0.1千ha、1% ノウサギ 0.1千ha、2%

ノネズミ 0.7千ha、9%

松くい虫被害量（材積）の推移

資料：林野庁プレスリリース「「平成27年度森林病害虫被害量」につ
いて」（平成28(2016)年９月７日付け)
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（２）地球温暖化対策と森林

○地球温暖化対策は「気候変動枠組条約」等の国際的枠組みの下で推進。
○2015年のCOP21では、先進国、開発途上国を問わず全ての締約国が参加する法的枠組み
である「パリ協定」が採択。本協定は、2016年11月に発効。

○平成28（2016）年５月に閣議決定された「地球温暖化対策計画」では、2020年度の温室効
果ガス削減目標を2005年度比3.8％減以上、2030年度の温室効果ガス削減目標を2013
年度比26％減と設定。各削減目標のうち、それぞれ約3,800万CO2トン（2.7％）以上、
約2,780万CO2トン（2.0％）を森林吸収量で確保することを目標。このため、平成25（2013）
年度から平成32（2020）年度までの間において年平均52万ha、平成33（2021）年度から
平成42（2030）年度までの間において年平均45万haの間伐の実施や地域材の利用等の森
林吸収源対策を着実に実施する必要。平成27（2015）年度の間伐面積は45万ha。

○平成29（2017）年度与党税制改正大綱においては、「都市・地方を通じて国民に等しく負担
を求めることを基本とする森林環境税（仮称）の創設に向けて、地方公共団体の意見も踏ま
えながら、具体的な仕組み等について総合的に検討し、平成30年度税制改正において結論
を得る」こと等が盛り込み。
○開発途上国の森林減少及び劣化に由来する排出の削減等（REDD＋）への対応や、政府の「気
候変動の影響への適応計画」（平成27（2015）年11月）等に基づく適応策にも取り組み。

（４）我が国の国際協力

○我が国は、技術協力や資金協力等の二国間協力、国際機関を通じた多国間協力等により、持
続可能な森林経営の推進等に貢献。

（３）生物多様性に関する国際的な議論

○2016年の生物多様性条約のCOP13では、森林生物多様性についての国際機関の役割等が
議論され、ハイレベル会合では、農林漁業等における生物多様性の保全と持続可能な利用の
主流化のためのガイダンス等を内容とする「カンクン宣言」が採択。

「パリ協定」の概要

資料：林野庁森林利用課作成。

 パリ協定とは
○	開発途上国を含む全ての国が参加する2020年以降の国際的な温暖化対策の法的枠組み。
○	2015年のCOP21（気候変動枠組条約第21回締約国会議）で採択。2016年11月に発効。

 森林関連分野の概要
○	森林等の吸収源及び貯蔵庫を保全し、強化する行動を実施。
○	開発途上国の森林減少・劣化に由来する排出の削減等（REDD＋）の実施及び支援を奨励。

 パリ協定の概要
○	世界全体の平均気温上昇を工業化以前と比較して2℃より十分下方に抑制及び1.5℃までに抑え
る努力を継続。

○	各国は削減目標を提出し、対策を実施。
	 （削減目標には森林等の吸収源による吸収量を計上することができる）
○	削減目標は5年ごとに提出・更新。
○	今世紀後半に温室効果ガスの人為的な排出と吸収の均衡を達成。
○	開発途上国への資金支援について、先進国は義務、開発途上国は自主的に提供することを奨励。


